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令和５年度 健康・食育かでな２１アンケート調査業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１．業務名 

  令和５年度 健康・食育かでな２１アンケート調査業務委託 

 

２．目的 

  本町では、健康づくりに加え食育推進について施策を総合的かつ計画的に推進す

るための具体的行動計画として「健康・食育かでな２１」を策定した。この要領

は、本町の現状や課題、社会情勢や町民のニーズなどを適切に捉え、現行計画の最

終評価および次期計画の策定における基礎資料を得るため、公募型プロポーザル方

式によって企画提案を募集し、優れた分析力や企画力、創造力、豊富な経験等を有

する事業者を選定することを目的とする。 

 

３．委託期間 

  契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

 

４．委託業務内容 

  別紙「仕様書」の通り 

 

５．委託金額上限額 

  ４，１５２千円（消費税含む）以内とする。 

  ※この金額は、契約額の上限であり、必ずしも契約金額と同額ではない。 

 

６．応募資格要件 

  本プロポーザルに応募できる者は、以下に掲げる条件を全て満たすものとする。 

  （１）沖縄県内に本店または支店を有する法人 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していないこと。 

（３）嘉手納町暴力団排除条例第２条に規定する暴力団及び暴力団員でないこ

と。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てをし

ていないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立

てまたは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始

の申立てを行っていないこと。 
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（６）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（７）５か年以内に同種・類似の業務委託を地方公共団体から受注した実績があ

ること。 

（８）嘉手納町及びその他の行政機関から指名停止措置を受けていないこと。  

※参加意思確認時点において参加資格を有する場合であっても、契約締結ま

での間に参加資格を喪失することになった場合は、契約を締結しない。 

  （９）業務を実施する上で十分な実施体制を整えていること 

  （１０）業務を担当する者が十分な能力を有していること 

  （１１）本要領５．で定める上限限度額内で本事業を遂行できる提案ができるこ

と。 

  （１２）嘉手納町との契約及び本事業の実施、諸条件の変更等について、協議や

調整に柔軟な対応ができる者であること。 

 

７．応募手続き等 

  （１）スケジュール 

内容 日程 

①応募書類配布開始 令和５年１０月１２日（木） 

②質問書提出期限 令和５年１０月１８日（水） 

③質問書回答 令和５年１０月２３日（月） 

④企画提案書提出期限 令和５年１１月２日（木） 

⑤審査（プレゼンテーション） 令和５年１１月１４日（火） 

⑥審査結果通知（予定） 令和５年１１月１４日（火） 

⑦協議及び契約締結（予定） 令和５年１１月１６日（木） 

（２）実施要領等の配布 

  必要書類については、嘉手納町役場 町民保険課 健康予防係（役場庁舎１

階）窓口に来所の上、直接受け取るか、もしくは嘉手納町ホームページでダウ

ンロード可能。 

 

８．質問の受付及び回答 

  本実施要領の内容に質問がある場合は、質問書（様式は A4判任意）を電子メール

に添付し、下記まで送信すること。なお、メールの件名は「健康・食育かでな２１

アンケート調査業務委託に係る質問」とすること。 

  ※送信後、必ず電話により着信確認をすること。 
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  （１）質問受付期限：令和５年１０月１８日（水）１２時まで 

  （２）質問回答日：令和５年１０月２３日（月）１７時までに参加者全員へ電子

メールにて回答 

 

９．企画提案書等の提出 

  （１）企画提案書等の提出 

   提出書類：①参加申込書（様式第１号） 

②滞納がないことの証明書（国税および地方税） 

③企画提案書提出届（様式第２号） 

④会社概要書（任意様式、パンフレット等あれば添付） 

        ⑤業務経歴書（様式第３号） 

        ⑥業務実施体制調書（様式第４号） 

        ⑦企画提案書（任意様式） 

        ⑧見積書及び経費内訳書（任意様式 A4縦） 

   提出期限：令和５年１１月２日（木）１２時まで 

   提出方法：持参により提出 

   提出場所：嘉手納町役場 町民保険課 健康予防係 

   提出部数：提出書類①、②は原本１部のみの提出とし、③～⑧はフラットファ 

イル等に番号順に綴り、インデックスを貼付したものを１１部（原本 

１部、残りは原本写し）提出すること。 

 

  （２）企画提案書の内容 

   作成にあたっては、仕様書の内容を参考にし、本業務の趣旨を理解した上で作    

  成すること。企画提案書に記載する事項は次のとおりとする。 

項目 概要 

ア 実施方針 

健康づくりについての理念・方針、健康づくりに

関する課題認識、本業務を実施するにあたり重視し

ている点について 

イ 実施手順 本業務の実施スケジュールについて 

ウ 回収率向上の工夫 
地域特性等を踏まえた回収率向上に向けた調査方

法の工夫について 

エ 調査の実施・方法 

前期調査をふまえ、次期計画策定につながる調査

の基本的考え方と設問内容の提案、その他調査全般

に関する事項について 

オ 
調査結果の集計・

分析・評価 

 収集したデータの集計・分析・評価方法、わかり

やすく解説するための工夫について 
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  ※項目ア～オについて、インデックスを貼付すること。 

 

１０．企画提案書等の取扱について 

  （１）企画提案書等は、提出期限を過ぎての変更、差し換え及び再提出は認めな 

い。 

（２）提出された企画提案書等は一切返却しない。 

（３）企画提案書等の作成・提出等の一切の経費は、提案者の負担とする。 

（４）応募資格を有しない者が提出した企画提案書等は無効とする。 

（５）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

（６）応募した企画提案（プロポーザル）の著作権は、その応募者に帰属する。 

（７）採用した企画提案（プロポーザル）の使用権は、嘉手納町に帰属する。 

（８）応募受付後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出することとす    

る。 

（９）本件に係る情報公開請求があった場合、提案内容やノウハウ及び提案への 

評価に関する部分を除き、嘉手納町情報公開条例（平成 14 年 7 月 2 日嘉 

手納町条例第 9 号）に基づき、提出書類を公開する場合があるものとする。 

 

１１．選定方法 

  プロポーザル方式（企画提案書及びプレゼンテーションによる選考） 

 （１）嘉手納町健康・食育かでな２１に係る委託業務事業者選定委員会（以

下、「事業者選定委員会」という。）による審査を行うものとする。 

 （２）審査は次の着眼点により、総合的に評価して行うものとする。 

   ア．業務実績 

   イ．業務実施体制（従事する職員体制、個人情報保護の取り組み） 

   ウ．企画提案内容  

   エ．見積価格 

   オ．プレゼンテーション及びヒアリング 

 

１２．プレゼンテーション 

  提出された企画提案書に基づき、プレゼンテーションを実施する。 

 （１）プレゼンテーション実施日の令和５年１１月１４日（火）の詳細につい

ては、対象者に別途通知する。 

 （２）プレゼンテーションの持ち時間は、１事業者あたり２０分とする。その

後、１０分以内で質疑応答を予定。 

 （３）様式第４号に記載された配置予定者のうち主たる担当者となる予定者が

プレゼンテーションを行う。 
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１２．審査内容および結果の通知 

  プレゼンテーションの終了後、次の（１）～（４）の項目により事業者選定 

委員会が採点・審査を行い、後日すみやかに結果を通知する。 

（１）業務経歴・・・・・・・・・・・・・・・・・配点：１５/１００ 

（２）業務実施体制・・・・・・・・・・・・・・・配点：１０/１００ 

（３）企画提案の内容・・・・・・・・・・・・・・配点：６５/１００ 

（４）プレゼンテーション及びヒアリング内容・・・配点：１０/１００ 

各委員の評価点の合計の平均点を企画提案者の評価点とする。 

合格基準点を６０点とし、合格基準点に満たない場合は選定しないものとす 

る。審査結果に対する異議申し立ては受理しない。 

 

１３．委託契約の締結 

  事業者選定委員会にて選定した最上位者を受託候補者として特定し、委託契約締

結に向けた協議を行う。ただし受託候補者が辞退を申し出た場合、または契約に係

る協議が整わない場合は、次点の事業者と交渉を行う。 

※契約内容及び金額については、選定業者の提案作業内容、見積書を精査し、双方 

協議の上決定する。 

 

１４．受託者の責務 

 （１）守秘義務 

   受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 （２）再委託の禁止 

   受託者は、本業務に係る全部を第三者に再委託することはできない。 

 

１５．留意事項 

 （１）業務の実施にあたっては、嘉手納町と随時協議しながら進めていくものと 

し、企画提案内容の全ての実施を保証するものではない。 

   （２）審査過程において、記載事項の虚偽報告や何らかの不正行為があると判断さ

れた場合は、選定後でも失格とすることができる。 

   （３）その他詳細は仕様書のとおりとする。 

 

  １６．問い合わせ先 

   〒904-0293 

   沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納 588番地 

   嘉手納町役場 町民保険課 健康予防係 担当：大塚・高良 
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   ＴＥＬ：098-956-1111（内線 165・155） 

   ＦＡＸ：098-956-8094 

   Ｅ－ｍａｉｌ：kenkoyobo@kadena.town.okinawa.jp 

mailto:kenkoyobo@kadena.town.okinawa.jp

